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１．東京車掌区・田町運転区が担当している東海道線等の業務を東京運輸区（仮称）に移管し、東京車掌区・

田町運転区を廃止する本施策の目的を明らかにすること。 

回答：安全・安定輸送のさらなるレベルアップを図るとともに、効率的な業務執行体制の実現を目的として

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

２．業務移管後の東京運輸区（仮称）の安全・サービスのさらなるレベルアップをどのように図るのか明らか

にすること。また本施策における「効率的な業務執行体制」とはどのようなことを意味するのか明らかに

すること。 

回答：東京運輸区（仮称）は、運転士業務と車掌業務を行う区所として新設することで、効率的な業務執行 

体制を構築し、安全・安定輸送のさらなるレベルアップを図っていく考えである。  
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３．東海道線等の異常時における輸送の安定性の確保について考え方を明らかにすること。また、異常時に

おける横須賀線運転の技量維持をどのように図るのか明らかにすること。 

回答：輸送障害発生時は、運転可能区間における折り返し運転等を実施するとともに、早朝ダイヤ平復に 

努めていく。なお、必要な教育・訓練は実施していく考えである。  

４．東京運輸区（仮称）発足時における運転士・車掌・事務・管理者等の要員体制（それぞれの担務における 

標準数）、行路数、臨時行路および担当線区を示すこと。  

回答：体制等については、別途お知らせすることとなるが、現業機関での柔軟な働き方の推進の趣旨を踏ま

え、現業機関における業務量については、年間を通した平均的な業務量の基準として、「変形等」「交代」

「乗務員」の１日当りの出面数（作業ダイヤ数）を「管理・一般」に分けて示していくこととなる。なお、列車

ダイヤの設定や効率的な運用等を勘案し、行路を作成していく考えである。 
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５．田町運転区が横須賀線を担当してきた経緯を明らかにするとともに東京運輸区（仮称）発足後の考え方

を明らかにすること。 

回答： 列車ダイヤの設定や効率的な運用を勘案し、行路を作成してきたものである。東京運輸区（仮称）の

発足後についても、同様の考え方により行路を作成することとなる。 

６．今施策に伴う他支社への行路移管は発生するのか明らかにすること。 

回答： 効率的な業務執行体制の実現のために、行路移管を含め検討していく考えである。 
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７．本施策実施に伴う面談については自己申告書に基づき、本人希望を遵守すること。また、東京運輸区(仮

称)実施すること。 

回答： 異動については就業規則に則り取り扱うこととなる。また、自己申告書の面談等を通じ、社員の状況

等の把握に努めている。 

８．東京運輸区（仮称）発足に伴う、間内レイアウト、備品、設備について明らかにすること。また、そのレイアウ

トや備品、設備については現場社員の意見を反映すること。 

回答：様々な場面を通じて社員の意見を把握するとともに、必要な周知は実施していく考えである。 
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９．田町運転区に宿泊する乗務員の田町運転区廃止後の宿泊箇所を明らかにすること。  

回答：現時点では検討中であり、決まり次第周知する考えである。 

１０．東京運輸区（仮称）発足までの具体的なスケジュールを明らかにすること。  

回答：２０２４年３月に東京車掌区は上野第二総合事務所（旧上野運転区エリア）に移転し、２０２５年３月に 

東京運輸区（仮称）が現東京車掌区エリアに発足する予定である。 
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１１．東京車掌区の上野第二総合事務所(旧上野運転区エリア)移転に伴う移転スケジュー 

ルを明らかにすること。また、社員個人の荷物の搬出方法を明らかにするとともに搬出準備にかかる 

時間は労働時間として取り扱うこと。  

回答：東京車掌区は、２０２４年３月に上野第二総合事務所へ移転する。なお、荷物の拠出方法等について

は、決まり次第決定周知を実施する考えである。 

１２．東京車掌区の上野第二総合事務所(旧上野運転区エリア)移転における行路作成の考え方について明ら

かにすること。また、乗務開始時と乗務終了時は上野駅交代とすること。（上野駅以外の始・終着列車を

除く。） 

回答：列車ダイヤの設定や効率的な運用を勘案し、行路を作成していく考えである。 
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１３．東京駅における乗務員待機場所について明らかにすること。 

回答：現時点で検討中であり、決まり次第周知する考えである。 

１４．優等列車乗務時において公金両替や車内補充兼発行機の故障時における交換等が必要となった時の

取り扱いを明らかにすること。 

回答：状況に応じて対応することとなる。  
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１５．上野第二総合事務所(旧上野運転区エリア)移転中の現東京車掌区泊の乗務員の寝室の場所について

明らかにすること。また、N-CTC 内の乗務員宿泊所の管理方法、点呼方法について明らかにすること。  

回答：現時点で検討中であり、決まり次第周知する考えである。 

１６．上野東京ライン直通運転中止時における乗務員運用操配の考え方を明らかにすること。  

回答：現行通り、東海道本線は東京駅で折返し、宇都宮線・高崎線・常磐線は上野駅折返しを基本とする考えである。 

１７．東京車掌区の上野第二総合事務所（旧上野運転区エリア）移転時の間内レイアウト、備品、設備について

明らかにすること。また、そのレイアウトや備品、設備については現場社員の意見を反映するとともに  

洗濯機・乾燥機を整備すること。 

回答：様々な場面を通じて社員の意見を把握するとともに、必要な周知は実施していく考えである。 

１８．東京車掌区・田町運転区の全社員に対して、本施策の社員説明会を実施すること。また、社員への周知

は前広に行うこと。 

回答：必要な周知は実施していく考えである。 
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